
品川区では、児童・生徒一人一人のもてる力を高め、自立や社会参加を目指した教
育的支援を行うため、教育総合支援センターが中心となり、外部機関等と連携しなが
ら特別支援教育の充実を図っています。

特別支援教育とは
◆障害の状態に応じて、本人の可能性を最大限に伸ばし、自立と社会参加に必要な力
を培うため、一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な指導および支援を行うこと
です。

◆通常の学級に在籍している発達の偏りによる学習上の困難さのある児童・生徒を含
めて、全ての学校・学級において実施されます。

特別支援教室特別支援教室
品川区立学校全校に設置しています。
支援を必要とする児童・生徒の在籍校に特別支援教室の拠点校から教員が訪問して指導を

しています。通常の学級に在籍する知的発達に遅れのない発達障害（自閉症、情緒障害、
学習障害、注意欠陥多動性障害）のある児童・生徒が対象です。原則の指導期間については
１年となっています。
コミュニケーション、読み書き、運動などのスキルを身に付けられるよう、指導を行います。

品川教育の実践品川教育の実践

特別支援教育特別支援教育

小学校・中学校・義務教育学校

対象の児童・生徒は、週に1日程度、決まった時間に特別支援教室に移動し、
訪問指導の先生から個別や小集団での指導を受けます。

●年●組教室 特別支援教室

連  携
訪問指導教員学級担任

指  導
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（注） 医療的ケアが必要な児童・生徒の入学については、主に就学相談を通し本人の健康状態、ケア
の種類、方法等を保護者、主治医、入学する学校と相談しながら必要な看護師の配置を行って
います。
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難聴通級指導学級設置校自閉症・情緒障害特別支援学級設置校

第一日野小学校
日野学園
豊葉の杜学園

浜川小学校
伊藤学園
荏原第五中学校

中延小学校
八潮学園

浅間台小学校
荏原平塚学園

上神明小学校
品川学園
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と連携・調整を実施

巡回相談員による支援 専門家による訪問相談 特別支援教育
コーディネーター
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